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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設のコンクリート構造体に補強筋を埋設して補強する、既設コンクリート構造体の補
強方法において、
　該コンクリート構造体の側面の上部（以下、「補強部材当接部」とする）に当接するよ
うに補強部材を取り付けて該コンクリート構造体の上部を補強する工程と、
　前記コンクリート構造体の側面であって前記補強部材当接部の下方に、穿孔装置を配置
するための溝部（以下、「穿孔装置配置用溝部」とする）を形成する工程と、
　該穿孔装置配置用溝部から上方に、前記穿孔装置の一部を収容可能な溝部又は孔部であ
る上方側空間部を形成する工程と、
　該上方側空間部及び前記穿孔装置配置用溝部に前記穿孔装置を配置する工程と、
　該穿孔装置を駆動して、前記穿孔装置配置用溝部から下方に溝部又は孔部である下方側
空間部を穿設する工程と、
　前記補強筋を前記下方側空間部に挿入し充填剤にて充填する工程と、
　を備えたことを特徴とする、コンクリート構造体の補強方法。
【請求項２】
　前記補強部材による前記コンクリート構造体の補強は、該コンクリート構造体の上部を
挟み込むように前記補強部材を２つ配置して行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の、コンクリート構造体の補強方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補強筋を埋設して既設のコンクリート構造体を補強する、既設コンクリート
構造体の補強方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　阪神・淡路大震災以降、既設のコンクリート構造体（例えば、橋脚や橋台など）の耐震
性を強化するために種々の補強方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図４(a) ～(e) は、既設コンクリート構造体の補強方法の一例を示す断面図である。同
図(a) は、コンクリート構造体１０に竪穴を穿設する様子を示しており、符号２０は、該
竪穴を穿設するための穿孔装置を示す。また、同図(b)
は、コンクリート構造体１０を補強するための補強筋２１を竪穴１１に挿入する様子を示
しており、符号２２は、該補強筋２１の下端部を固定するために竪穴１１の底部にモルタ
ルを注入するモルタル注入装置を示す。さらに、同図(c)
は、補強筋２１を緊張する様子を示しており、符号２３は、補強筋２１を緊張するための
緊張装置を示す。またさらに、同図(d) は、硬化型の充填剤２４を前記竪穴１１に注入し
て前記補強筋２１を埋設する様子を示しており、符号２５は、該充填剤２４を注入する充
填剤注入装置を示す。また、同図(e)
は、補強筋２１の埋設が完了した状態を示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－８０２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図４(a) ～(e) に示す例では、竪穴１１を穿設するための穿孔装置２０はコンクリート
構造体１０の上面に配置しているが（図４(a) 参照）、該上面に干渉物（例えば、橋桁な
ど）が配置されていると該穿孔装置２０を配置できないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上述の問題を解消することのできる既設コンクリート構造体の補強方法を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、図１(a) ～(f) に例示するものであって、既設のコンクリート
構造体（１）に補強筋（４）を埋設して補強する、既設コンクリート構造体の補強方法に
おいて、
　該コンクリート構造体（１）の側面の上部（同図(a)
の符号１ａ参照。以下、「補強部材当接部」とする）に当接するように補強部材（２）を
取り付けて該コンクリート構造体（１）の上部を補強する工程（同図(a) 参照）と、
　前記コンクリート構造体（１）の側面であって前記補強部材当接部（１ａ）の下方に、
穿孔装置（３）を配置するための溝部（同図（(b) の符号１ｂ参照。以下、「穿孔装置配
置用溝部」とする）を形成する工程と、
　該穿孔装置配置用溝部（１ｂ）から上方に、前記穿孔装置（３）の一部を収容可能な溝
部又は孔部である上方側空間部（同図(c) の符号１ｃ参照）を形成する工程と、
　該上方側空間部（１ｃ）及び前記穿孔装置配置用溝部（１ｂ）に前記穿孔装置（３）を
配置する工程（同図(d) 参照）と、
　該穿孔装置（３）を駆動して、前記穿孔装置配置用溝部（１ｂ）から下方に溝部又は孔
部である下方側空間部（１ｄ）を穿設する工程（同図(e) 参照）と、
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　前記補強筋（４）を前記下方側空間部（１ｄ）に挿入し充填剤（不図示）にて充填する
工程（同図(f) 参照）と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記補強部材（２）による前記
コンクリート構造体（１）の補強が、該コンクリート構造体（１）の上部を挟み込むよう
に前記補強部材（２）を２つ配置して行うことを特徴とする。
【０００９】
　なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従
って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１及び２に係る発明によれば、穿孔装置は、前記コンクリート構造体の上面では
なく該構造体の側面に形成した溝部に配置するようになっているので、該コンクリート構
造体の上面に干渉物（例えば、橋桁）が配置されている場合であっても、前記補強筋を挿
入するための下方側空間部を形成することができ、該補強筋によってコンクリート構造体
の補強をすることができる。また、本発明によれば、前記穿孔装置配置用溝部の上方に空
間部を形成して、前記穿孔装置の一部が該空間部に入り込むようにしている。したがって
、該空間部を作業スペースとして利用することができる。さらに、前記コンクリート構造
体の上部は前記補強部材によって補強されているので、強度劣化の心配も無く前記空間部
を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１(a) ～(f) は、本発明に係る既設コンクリート構造体の補強方法の一例を示
す断面図である。
【図２】図２は、穿孔装置の構造及び使用状態の一例を示す断面図である。
【図３】図３(a) は、本発明に係る既設コンクリート構造体の補強方法を実施している様
子の一例を示す正面図であり、同図(b) は、そのＢ－Ｂ断面図であり、同図(c)は、本発
明に係る既設コンクリート構造体の補強方法を実施している様子の他の例を示す正面図で
あり、同図(d) は、そのＣ－Ｃ断面図である。
【図４】図４(a) ～(e) は、従来の既設コンクリート構造体の補強方法の一例を示す断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１乃至図３に沿って、本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
　本発明に係る既設コンクリート構造体の補強方法は、橋脚や橋台などの既設のコンクリ
ート構造体に補強筋（鉄筋や鋼棒やその他の強度部材）を埋設することにより該コンクリ
ート構造体を補強する方法である。
【００１４】
　本発明に係る既設コンクリート構造体の補強方法は、図１(a) ～(f) に例示するもので
あって、次の工程を備えている。すなわち、
・　コンクリート構造体１の側面の上部（以下、「補強部材当接部」とする）１ａに当接
するように補強部材（例えば、コンクリートブロック）２を取り付けて該コンクリート構
造体１の上部を補強する工程（図１(a) 参照）
・　前記コンクリート構造体１の側面であって前記補強部材当接部１ａの下方に溝部（後
述する穿孔装置４を配置するための溝部であり、以下、「穿孔装置配置用溝部」とする）
１ｂを形成する工程（同図(b) 参照）
・　該穿孔装置配置用溝部１ｂから上方に、前記穿孔装置３の一部（上部）を収納するた
めの空間部（溝部又は孔部であって、以下、「上方側空間部」とする）１ｃを穿設する工
程（同図(c) 参照）
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・　該上方側空間部１ｃ及び前記穿孔装置配置用溝部１ｂに前記穿孔装置３を配置する工
程（同図(d) 参照）
・　該穿孔装置３を駆動して、前記穿孔装置配置用溝部１ｂから下方に空間部（溝部又は
孔部であって、以下、「下方側空間部」とする）１ｄを穿設する工程（同図(e) 参照）
・　少なくとも該下方側空間部１ｄ（好ましくは、前記上方側空間部１ｃ、前記穿孔装置
配置用溝部１ｂ及び前記下方側空間部１ｄ）に前記補強筋４を挿入し、該補強筋４を不図
示の充填剤（コンクリートやモルタル）にて埋設する工程（同図(f) 参照）
【００１５】
　本発明によれば、穿孔装置３は、前記コンクリート構造体１の上面ではなく該構造体１
の側面に形成した溝部１ｂに配置するようになっているので、該コンクリート構造体１の
上面に干渉物（例えば、橋桁Ａ）が配置されている場合であっても、前記補強筋４を挿入
するための下方側空間部１ｄを形成することができ、該補強筋４によってコンクリート構
造体１の補強をすることができる。また、本発明によれば、前記穿孔装置配置用溝部１ｂ
の上方に空間部１ｃを形成して、前記穿孔装置３の一部が該空間部１ｃに入り込むように
している。したがって、該空間部１ｃを作業スペースとして利用することができる。さら
に、前記コンクリート構造体１の上部は前記補強部材２によって補強されているので、強
度劣化の心配も無く前記空間部１ｃを形成することができる。またさらに、本発明によれ
ば、前記コンクリート構造体１の上部から下部に掛けて　前記上方側空間部１ｃ→前記穿
孔装置配置用溝部１ｂ→前記下方側空間部１ｄが形成されることとなり、それらに前記補
強筋４を配置して埋設すれば、上部から下部に掛けて前記コンクリート構造体１の補強を
することができる。
【００１６】
　ところで、本発明に用いる穿孔装置３としては、延長部材（延長ロッド）を継ぎ足し可
能な装置（例えば、コアドリルや他の形式のドリル）を挙げることができる。図２は、そ
のような穿孔装置の構造及び使用状態の一例を示す断面図であり、図中の符号３０は、ド
リル本体（つまり、駆動部）を示し、符号３１は、該ドリル本体３０に取り付けられて回
転駆動されるドリル刃部を示し、符号３２は、穿設方向Ｄに移動可能となるように前記ド
リル本体３０を支持するスタンド部材（ドリルスタンド）を示している。
【００１７】
　ところで、図１(e) 及び(f) においては、竪穴（つまり、前記上方側空間部１ｃ→前記
穿孔装置配置用溝部１ｂ→前記下方側空間部１ｄにより形成される竪穴）は１本しか示さ
れていないが、もちろんこれに限られるものではなく、図３(a)
及び(b) に示すように複数本形成すると良い。また、図１(e) 及び(f) に示される上方側
空間部１ｃ及び下方側空間部１ｄは上下に穿設される孔部であったが、もちろんこれに限
られるものではなく、図３(c)
及び(d) に符号１ｃ’及び１ｄ’で示すような溝部（つまり、コンクリート構造体１の表
面に開削された空間部である溝部）としても良い。
【符号の説明】
【００１８】
　　１　　　　　　　コンクリート構造体
　　１ａ　　　　　　補強部材当接部
　　１ｂ　　　　　　穿孔装置配置用溝部
　　１ｃ　　　　　　上方側空間部
　　１ｄ　　　　　　下方側空間部
　　２　　　　　　　補強部材
　　３　　　　　　　穿孔装置
　　４　　　　　　　補強筋
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